
令和 ８年 ４月 ８日 

姫カツクラブ支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校及び地域との連携により中学生の学校部活動の地域展

開を担う地域クラブの参画を促進するとともに、当該クラブの運営に要する経

費に対して交付する姫カツクラブ支援補助金（以下「補助金」という。）の交

付に関し、姫路市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号）に定め

るもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 姫カツクラブ 姫路市中学校部活動の地域展開新たな地域クラブ活動「姫

カツ」〈姫カツクラブ・姫カツ連携活動〉活動ガイドライン（姫路市教育委

員会作成）に基づき、姫カツクラブとして登録された団体（姫カツ連携活動

団体を除く。）をいう。 

⑵ 備品 取得価格が１０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以上

であって、かつ、その耐用年数がおおむね１年以上の物品をいう。 

⑶ 消耗品 前号に規定する備品以外の物品をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、姫カ

ツクラブとする。 

（交付の原則） 

第４条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 補助金の交付は、同一年度内において、１団体につき１回限りとする。 

３ 補助金の交付を受けた補助対象者が代表指導者又は団体の名称を変更した場

合に再度、第７条の規定により交付の申請を行ったとしても、実質的に同一の

団体であると市長が認めるときは、補助金の交付を行わない。  

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

姫カツクラブの運営に必要な経費であって、次に掲げるものとする。  



⑴ 各協会連盟への団体登録料 

⑵ 大会への参加に要する経費 

⑶ 姫カツクラブが活動を実施するために必要な備品の購入に要する経費 

⑷ 姫カツクラブが活動において共同で消費する消耗品の購入に要する経費 

⑸ 公益財団法人日本中学校体育連盟主催の大会へ出場するために必要な指導

者資格を新たに取得した者に係る当該取得に要する経費 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、姫カツクラブの設立及び運営に資するものと

して市長が特に必要と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。 

⑴ 専ら個人が所有し、又は使用する物品（ユニフォーム、練習着、シューズ

等）の購入に要する経費 

⑵ 食糧費その他これに類する経費  

⑶ 個人の技能向上に係る指導者資格の取得に要する経費 

⑷ 国、県、市又はその他の団体等から、この補助金と同一の目的で交付され

る他の補助金等の対象となっている経費 

⑸ 第８条の規定による交付の決定前に着手した事業に要する経費 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当でないと市長が認め

る経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の全額とし、１団体

につき４０，０００円を上限とする。  

（交付の申請） 

第７条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、姫カツクラブ支援

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するも

のとする。  

⑴ 補助対象経費支出予算書  

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときはこれを審査

し、予算の範囲内において補助金を交付するか否かを決定するものとする。 



２ 前項の規定により、補助金の交付を決定したときはその決定の内容を、補助

金の不交付の決定をしたときはその旨を、速やかに姫カツクラブ支援補助金交

付決定通知書（様式第２号）により、補助対象者に通知するものとする。  

（補助事業の変更、中止又は廃止の承認等） 

第９条 前条第１項の規定による交付の決定（以下「交付決定」という。）を受

けた補助対象者（以下「補助事業者」という。）が交付決定を受けた事業（以

下「補助事業」という。）の内容を変更し、又は廃止しようとする場合は、あ

らかじめ姫カツクラブ支援補助事業変更・廃止申請書（様式第３号）を市長に

提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認をした場合は、姫カツクラブ支援補助金変更 

・廃止決定通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。  

（実績の報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算し

て１か月を経過する日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、姫 

カツクラブ支援補助金完了届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

（経費の請求） 

第１１条 補助事業者は、全ての補助対象経費の支払を完了したときは、完了し

た日から１か月以内に姫カツクラブ支援補助金請求書（様式第６号）、補助対

象経費支出明細書及び領収書等の証拠書類（備品を購入した場合は、当該備品

の確認できる写真を含む。）を添えて市長に提出するものとする。 

（補助金の支払） 

第１２条 市長は、前条の規定による姫カツクラブ支援補助金交付請求書を受け

たときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは補助金を支払うもの

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第７条の規定により補助金の交付を決定した場合

において、市長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。 

３ 市長は、前項の規定により全ての補助対象経費の支払の完了前に補助金の概

算払を行ったときは、第１０条の規定による実績の報告により確定した補助金 

の額と前項の規定により既に交付した補助金の額の差額を精算するものとする。 

（交付決定の取消し） 



第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑷ その他この要綱に違反したと認められるとき。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定による取消しを決定した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌

日から起算して１５日以内の期限を定めて、これを返還させるものとする。 

２ 市長は、第１２条第３項の規定による精算を行う場合、同条第２項の規定に

より既に交付した補助金の額が第１０条の規定による実績の報告により確定し

た補助金の額を超過しているときは、当該超過額を返還させるものとする。 

（財産の管理及び処分） 

第１５条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産（以下「取得財産」

という。）について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金

の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、市長の承認を受けることなく、取得財産を補助事業の目的外

に使用し、売却し、譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、経年劣化又は

通常の用途に従った使用による破損若しくは消耗により使用できなくなった取

得財産を廃棄する場合は、この限りでない。  

（監査） 

第１６条 市長は、補助金の使途に関して必要があると認めるときは、補助事業

者に対して報告を求め、又は関係する帳簿書類その他の購入物品を検査するこ

とができる。 

（関係書類の保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の

完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 



附 則 

この要綱は、令和８年４月８日から施行する。 

第１  


